
　　　　新総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（仮称）等整備事業の補足説明

平成15年2月17日
Ｎｏ 補足事項 補足説明
1 入札説明書等に関する質問回答書

Ｎｏ.２８９

2 様式集
様式２

　③の証する書類は、「入札参加資格認定通知の写し」です。

3 入札説明書等に関する質問回答書
Ｎｏ.６０　Ｎｏ.１８０　Ｎｏ.１９４

4 入札説明書等に関する質問回答書
Ｎｏ.１８

5 入札説明書等に関する質問回答書
Ｎｏ.２９１

　　　　新総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（仮称）等整備事業の補足説明

平成15年2月25日
Ｎｏ 補足事項 補足説明
1

2

3 　岡山桃太郎大通りの共同溝の所有者につい
て

　岡山地方振興局内です。

　要求水準書６頁の「３インフラ整備状況」に記載のとおり、事業者
の責任において、各管理者に確認してください。

　岡山市弓之町にある岡山情報ハイウェイの
分岐点の所在地について

　岡山情報ハイウェイの分岐点から新会館ま
での情報ネットワークのルートについて

　事業者の提案によります。
　なお、入札説明書等に関する質問回答書No．１４３において、
「本事業内で必要な埋設部の管路及び架空用の電柱は設置してく
ださい。」としており、中国電力又はＮＴＴ等の既設の電柱等の使用
も可能ですが、その際に生じる使用料等は事業者の負担としま
す。

　参加表明書及び参加資格確認申請書の提出時には、グループ
構成員から代表企業への委任状は、不要としています。

　「構成員にかかる岡山県に納税義務のある全ての県税」には、
グループ構成員の支店及び営業所等が岡山県に納税義務がある
場合を含みます。

　なお、標記事業が設計・建設業務、維持管理業務及び運営業務
を一括して入札の対象としていることから、岡山県建設工事請負
契約入札参加資格審査申請に係る添付書類として提出している
委任状をもって上記委任状に替えることは出来ません。

　法人登記簿謄本上、代表者の代理人として定められていない者
が代表者として参加表明、参加資格確認申請及び入札関係の行
為を行う場合には、代表者又は代表者の代理人からの委任状が
必要となります。

　追加資料の閲覧時にＣＡＤデータ（抜粋版）の貸し出しを行いま
す。

②建設業法第３条第１項の規定により、
建築一式工事につき特定建設業の許可
を受けていることを証する書類

①建築士法第２３条の規定により、一級
建築士事務所の登録を受けていることを
証する書類

　①の証する書類は、「一級建築士事務所登録通知書の写し」又
は「一級建築士事務所登録証明書」です。

③平成１４年度岡山県建設工事請負契
約入札参加資格（建築一式工事）の各付
がＡＡであることを証する書類

　②の証する書類は、「特定建設業の許可通知書の写し」又は「建
設業許可証明書」です。
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